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長野市が進めてきた都市内分権・住民自治協議会との協働

令和7年９月30日

令和７年度「地域運営組織」全国セミナー 長野市会場

長野市地域・市民生活部地域活動支援課 専門員 花立勝広



2

１

２

３

長野市の都市内分権の歩みと住民自治協議会の設立促進

住民自治協議会への支援・現在の姿

地域運営組織の設立に向けて



3

１

２

３

長野市の都市内分権の歩みと住民自治協議会の設立促進

住民自治協議会への支援・現在の姿

地域運営組織の設立に向けて



4１-1 長野市について

市街地 住宅地 中山間地

人口：360,930人 世帯：165,913世帯 面積：834.85㎢ 高齢化率：31.1%    （令和7年6月１日）全体

地域

 明治30年市制施行以後、５回にわたる合併

 合併時の市町村の単位を「地区」として地域行政の単位に

 市内は32地区で構成

 支所は27か所 市立公民館は29館

 中山間地域は13地区

面積は市域の約４分の３ 人口は１割弱

住民自治組織

 区や自治会 （行政連絡区に関する規則） ４75区

 自治会加入率 94.61%  （令和6年9月１日）

 住民自治協議会 全32地区に設置
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長野市の都市内分権は行政による研究からスタート

【コミュニティへの分権】

 住民自治協議会の設置 （地区単位）

【市役所内での分権】

 地域総合事務所の設置等

平成１６(2004)年１２月 「長野市都市内分権調査・研究報告書」 公表

平成１５(2003)年１月 長野市都市内分権調査・研究プロジェクトチーム 設置

 住民自治協議会の設置

 地区活動支援担当職員の配置

平成１８(2006)年１月 長野市都市内分権審議会 「都市内分権について」答申

平成１７(2005)年５月 長野市都市内分権審議会 設置 （市議会議員・学識経験者・団体代表者・公募市民）

平成１８(2006)年3月 答申に基づき「長野市都市内分権推進計画」を策定し推進

市民意見の聴取

１-2
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２００６（平成１８）年 住民自治協議会の設置促進

市が当初に提案した住民自治協議会のイメージ

組織の位置づけ

① 地区を代表する組織

② 計画性を持った組織

③ 役割分担を明確にした組織

④ 全ての住民に開かれた組織

住民自治協議会を設立するメリット

① 地区の一体性の確保

② 地区活動の相乗効果

③ 地区内の課題解決

④ 効率的な役割分担

⑤ 効率的な予算配分（将来的に各種補助金が住民自治

協議会へ一括交付された場合）

市内30地区（当時）を単位に地区内の住民や各種団体等で構成

（平成18年４月 住民自治協議会 設立＆活動マニュアル（第１版）より ）
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住民自治協議会の設立に向けた市の支援

制度等説明

都市内分権推進計画の策定

マニュアル等の提供

 住民自治協議会設立＆活動マニュアル 第１・２版

 同特別編 地区活動等再編マニュアル

 会計マニュアル

地区・区単位での説明会の開催

人的支援

地区活動支援担当（支所長等）の配置

職員地区サポートチームの編成（現在は別制度に移行）

 市職員が自分が居住する住民自治協議会の運営・活動にボ

ランティアとして参加する仕組み

財政支援（現在は一括交付金に移行）

住民自治組織設立支援補助金

 地区単位で設置された設立準備会が行う設立に向けた取組

に補助金を交付

 対象経費は会議開催や地区住民への広報に要する経費

ずくだし支援事業交付金

 設立した住民自治協議会に交付

 住民自治協議会の運営経費、地区内の課題を発見・解決しよ

うとする事業が対象

 他の補助金等を受けていないこと、既存の団体等がすでに実

施している事業でないこと、毎年恒例となっている事業でな

いこと など

環境整備

住民自治協議会活動拠点の確保

１-4
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都市内分権 理念から具体的制度設計への変遷 その１

行政が提案した基本理念 住民との対話

総論賛成・各論は疑問や懸念地方分権の進展

 区や自治会、各種住民団体（環境美化、

青少年等）の活動に屋上屋を架けるこ

と？

住民の声

１-5

自分たちの地域は
自分たちでつくる

住民自治を
支援する

住民 市役所

協働

住民が望むサービスの
提供が可能

住民自治協議会の設立
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市が提案した住民自治協議会のイメージに対する住民の受け止め

〇〇地区住民自治協議会＝新たな地区の住民自治の枠組み
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〇〇地区

提案時の地区の枠組み  各種団体 の多くは市が主導して設置した団

体で、市長からの によって構成さ

れ、市から依頼された活動を含めてそれぞれ

が実施している。

 市長からの委嘱員の選出は、

が母体であるが、その負担軽減が先決

 住民自治協議会の設置により、役員の選出・

運営・活動等が新たな負担となる。

各種団体

区や自治会

住民の皆さんの懸念は・・・

区
や
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治
会
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や

自
治
会
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１-６ 都市内分権 理念から具体的制度設計への変遷 その２
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住民自治協議会を設置することの価値を再定義

住民自治協議会の価値・機能を発揮できる制度設計
住民との対話の結果・・・

自治活動における活動内容・手法、役割分担等を

住民自らが決定できる

市からの依頼等をできる限り減らす

過度な負担なく、住民が自由かつ柔軟に自治活動に

取り組める。

行政主導ではなく・・・

行政の下請けでもなく・・・

二
つ
の
要
請

自主・自発・自己決定的な住民自治活動こそが

地域住民の幸せにつながる

同時に新たな理念の前景化

１-７ 都市内分権 理念から具体的制度設計への変遷 その３
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住民自治協議会が機能を発現できる制度設計

 市が主導して設置した各種団体の連合組織（地区代表者により組織）を

廃止し、地区組織は任意化

 市長からの委嘱制度を廃止

 団体を通じたイベント・研修会等への市民の動員を廃止

市からの依頼・役割分担を
規定する仕組みの見直し

活動の自由度の担保

財源（補助金）の
使途自由度の担保

 各種団体・委嘱員が担っていた活動を住民自治協議会の選択制（選択事務）に

 全市一律に住民に担っていただく必要がある活動を必須の活動（必須事務）に

 廃止する各種団体等へ交付していた補助金は、地区ごとに分けて住民自治協議会へ

交付

 使途を住民に任せる一括交付金に

具体的な制度設計の骨子

制度設計の詳しい経過は、「『都市内分権』の論理～いかに委嘱制度は廃止されたか」（2019 信州大学経法論集 沼尾、花立）をご参照ください。

１-8
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廃止した連合組織等１-9

廃止した９連合組織

 区長会連合会

 交通安全推進委員会

 保健補導員会連合会

 環境美化連合会

 地域公民館連絡協議会連合会

 少年育成委員協議会

 青少年育成市民会議

 子ども会育成連絡協議会

 人権同和教育促進連絡協議会

廃止した10委嘱制度

 区長

 交通安全推進委員

 交通安全母の会連合会理事・代議員

 高齢者交通安全推進員

 男女共同参画市民推進員

 保健補導員

 環境美化指導員

 青少年健全育成指導員

 少年育成委員

 人権同和教育指導員

廃止した11補助金

• 行政連絡事務費交付金 ・ 地域公民館交付金

• 地区区長会活動費交付金 ・ 地区少年育成委員協議会交付金

• 地区交通安全推進委員会補助金 ・ 青少年育成地区会議補助金

• 地区社会福祉協議会活動助成金 ・ 子ども会育成連絡協議会補助金

• 地区保健補導員会交付金 ・ 社会人権同和教育啓発促進事業補助金

• 地区環境美化連合会補助金
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組織ごとに全市一律の活動を実施

組織個別に市から補助金 組織内でのみ活用可能

活
動
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動
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動
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動
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活
動

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥ ¥

市が全市一律に、各種団体や委嘱員を通じて縦割りにコントロール

 地区代表による連合組織は廃止
 地区組織は任意化して住民自治協議会へ
 団体を通じたイベント等への市民動員は廃止

 市長からの委嘱制度は廃止
 市は区や自治会（行政連絡区）の

代表者を区長として認識

 団体等が担っていた活動は選択制に
 全市一律に住民に担っていただく必要が

ある活動を必須に

 団体に交付していた補助金を地区ごとに
まとめて交付

 使途を住民に任せる一括交付金に

住民が自由かつ柔軟に自治活動に
取り組めるように

市が主導して設置した団体と委嘱制度 各地区住民自治協議会に一元化

組織名称、委嘱員名称は一部省略 全体にイメージ化しています

住民の負担を軽減できるように

２０１０（平成２２）年 住民自治協議会 ビフォー・アフター１-10



14

平成15（2003）年

市が「都市内分権」の研究を開始

「地域の課題を迅速かつ効果的に解決するために、地域住民が『自

分たちの地域は自分たちでつくる」という意識を持って活動し、そ

の活動を市が積極的に支援していく」仕組み

平成18（2006）年

各地区で住民自治協議会の設立が始まる

平成２０～２１（200８～２００９）年

区長会連合会ほか８連合組織、区長ほか９委嘱制度、行政連絡事務

費交付金ほか10補助金等の廃止について地区代表者会議で合意

住民自治協議会の法的根拠整備の要望

平成1７（200５）年

豊野町、戸隠村、鬼無里村、大岡村と合併

平成２１（200９）年

「長野市及び住民自治協議会の協働に関する条例」施行

長野市区長会解散議決

平成２０～２２（200８～２０10）年

信州新町、中条村との合併

全32地区で住民自治協議会が設立

住民自治協議会と市との基本協定締結

平成２２（2010）年

住民自治協議会への一括交付金交付など住民自治協議

会をめぐる新体制発足

住民自治協議会をめぐる歩み１-11
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住民自治協議会をめぐる法制度と市の支援体制

地域いきいき運営交付金

 平成21年度をもって廃止した団体への補助金を財源に、世帯数の増減により調

整し、住民自治協議会へ一括交付（人件費相当を含む）し住民が使途を決定

 令和７年度 総額 ３87,２９２千円 内事務局人件費相当額 114,700千円

 １地区当たりの交付額 ５,５８４～２７，８３１千円

法制度関係

長野市及び住民自治協議会の協働に関する条例

 両者共通の目的は「住民の福祉の増進」

 住民自治組織の申込みにより市が認定

 相互に支援

基本協定と年度協定

 住民自治協議会は、自主的自立的な活動と必須事務

 市は一括交付金の交付ほかの支援を実施

 必須事務項目と一括交付金額は毎年度確認

財政支援

必須事務

平成21年度をもって廃止した団体等が担っていた事務の

うち、全市一律で住民に担っていただく業務

 統計調査員、民生・児童委員候補者、投票管理者・投票立会人等の推薦
 ごみ集積所備品管理 人権教育・啓発活動 「広報ながの」「健康カレン

ダー」「市議会だより」等の配布

 行政連絡区の区長・世帯数調査、土木要望の取りまとめ及び現地調査等

人的支援

地区活動支援担当

 支所の支所長、補佐等を任命

 業務は、「住民と行政が協働して行う地区のまちづくり活動について、住民自治

協議会等と相談や協議をしながら企画・立案すること」など

市職員の住民自治協議会活動への参画の仕組み

 住民自治協議会の要請により全庁で募集し、市職員が自主的にイベント等の支

援を行う仕組み

 ボランティア保険等に要する経費を市が負担

２-1
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市からの依頼事務・事業
住民独自の事業・活動

「広報ながの」などの全戸配布

行政連絡区単位の世帯数や区加入世帯数調査

ごみ集積所の適正管理

民生児童委員・統計調査員・
投票所立会人などの推薦

地域の土木要望の取りまとめ

防災のまちづくり

地域福祉のまちづくり

住民の交流・ふれあい活動

交通安全や防犯活動

草刈りなどの地域共同作業

地域活性化に向けた取組

住民自治協議会の活動イメージ

局長と職員による事務局

２-2



18防災のまちづくり

地域福祉のまちづくり

住民の交流・ふれあい活動

交通安全や防犯活動

草刈りなどの地域共同作業 地域活性化に向けた取組
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住民自治協議会のバリエーション（地区の実情に応じた最適進化）

地域運営組織の２タイプ

一体型

分離型

「協議機能」と「実行機能」を同一の組織が合わせ持つ

「協議機能」と「実行機能」を切り離し、相互に連携

長野市の住民自治協議会は・・・

 「一体型」を基本としながら、地域福祉や防災を含めた「暮らしを支える

生活サービス」提供（廃止した団体の活動が柱になっている）に力点

 地縁をベースとし、区や自治会への中間支援機能を内包

 「協議機能」と「実行機能」（部会・区や自治会）との関係は様々

 地域の実情に応じたバリエーションを持ち最適化を志向

 地区内の団体、役員をできるだけ簡素化（合併前の住民

自治構造をさらに簡潔に押し進めた形）

 区や自治会の機能低下を住民自治協議会が補完し、大き

な自治会のように協議機能と実行機能を明確化

 もともと強い住民同士のつながりを維持・強化

 任意化された地区内団体はできるだけ部会に溶け込ませ、

協議機能と実行機能を住民自治協議会に一体化

 区や自治会だけで解決できない課題や共通する課題の解決

に向けて住民自治協議会が積極的に関与

 区や自治会とともに、住民の自主性・自発性を発揮

中山間地域事例 市街地域事例

２-3
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１

２

３

長野市の都市内分権の歩みと住民自治協議会の設立促進

住民自治協議会への支援・現在の姿

地域運営組織の設立に向けて
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地域運営組織の設立・運営（支援）に向けて３-1

地域運営組織（ＲＭＯ）・地域自治組織を設置することの目的を

はっきりさせ、住民と共有すること

地域の実情を尊重し、住民とともにつくりあげること

行政としては、トータルな仕組みづくりとその運用について広く責務を負うこと

行政目的を達成するために、住民や住民自治組織を手段として

のみ利用しないこと

（参考）地方自治法第一条の二

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

住民の夢（やりたいこと）の実現が住民

にとっての目的

地域の実情に沿えるよう柔軟な仕組み

づくり

これまでの経験・経過から感じること

自主・自発・自己決定的な住民自治活動こそが

地域住民の幸せにつながる
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